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４ －４ ． 計画推進のための施策プロ グラ ム 

（ １ ） 前回計画の「 実現化のための施策プログラ ム」 の本計画における対応 

「 ２ －２ ．（ ２ ） 前回計画の施策プログラ ムの達成状況」 では、 前回計画で示さ れた各

施策プログラ ムについて、 その実施状況と 達成状況（ 実施でき なかっ た施策の理由を 含

む） を整理し まし た。  

本項では、 こ の整理と 、「 ４ －１ ． 目標の達成に向けた緑の現況整理と 方針設定」 にお

いて整理し た本計画における 各方針を踏まえて、 前回計画の施策プログラ ムのそれぞれ

の項目について、 本計画において、 以下のよう に対応するこ と と し まし た。  

 

 

表 22： 前回計画の施策プロ グラ ムの本計画における 対応（ １ ／４ ）  

施策プロ グラ ム（ 前回計画）  
達成状況 
( 理由)  本計画における 対応 

 

略号 

Ⅰ． 緑を まも る 計画（ 緑に親し み守る 計画）  

 １ ． 樹林・ 樹木等良質な緑の保全と 活用（ 自然や社寺等の緑に親し み守る 計画）  

  ①樹林地等の保全 

   ア． 風致地区の指定 

× 

( ①)  

・  大久保北部の丘陵の樹林や、 金ケ崎地区の丘陵の樹林は法に

基づいてその永続性が担保さ れており 、 ため池の保全につい

ては公園整備等によ り 活用を 図る 等、 他の制度によ り 緑地の

保全を 図る ため、 風致地区の指定については今後の課題と し

つつ、 本計画においては対象と し ない。  

― 

   イ ． 緑地保全地区の指定 
× 

( ①)  

・  緑地保全地域及び特別緑地保全地区指定の需要の高まり はみ

ら れないため、 今後の課題と し つつ、 本計画においては対象

と し ない。  

― 

   ウ． 斜面緑地等の保全 
× 

( ③)  

・  前回計画対象の松が丘及び山下町の斜面緑地は、都市公園（ 都

市緑地） と し て管理さ れている ため、 本計画においては対象

と し ない。  

― 

  ②貴重な樹林・ 樹木の保全 

   ア． 保護樹木・ 保護樹林 × 

( ④)  

・  今ある 保護樹木を 保全する と と も に、 新たな 指定を 目指し て

制度･助成の拡充を 図る 。  
E-12 

   イ ． 史跡・ 名勝・ 天然記

念物 
× 

( ①)  

・  緑( ≒オープン スペース ) に関わる 文化財と し て、 新たに太寺

廃寺塔跡、 高丘古窯跡群、 明石城跡等の史跡名勝天然記念物

を 追加し （ 合計 10 件）、 それら を 活用し た景観形成に取組む。

E-6 

 ２ ． 水と 土の保全と 活用（ 海や河川、 農地、 ため池に親し み守る 計画）  

  ①ため池の保全 

   ア． ため池の保全と 活用 

○ 

・  ため池に関わる 活動は継続的に実施する と と も に、 ため池を

活用し た親水公園の整備や、 生物多様性に配慮し た保全の推

進、 浸水被害に備えた雨水一時貯留施設と し ての活用、 環境

体験学習における 活用を 図る 。  

A-2, B-2

D-2, G-4

   イ ． 農業用排水路の保全

と 活用 

× 

( ④)  

・  生物多様性の保全に関わる 水と 緑のネッ ト ワーク の構築に活

用する 。  

A-4, B-7

F-7 

  ②農地の保全 

   ア． 農業振興地域・ 農用

地区域 

△ 

( ①)  

・  前回計画と 同様、 農業振興地域・ 農用地区域の適正な運用を

図る 。  

A-8, B-4

D-4, G-5

   イ ． 生産緑地地区の指定 
× 

( ④)  

・  市街化区域内の農地の保全を 図る ため、 生産緑地地区の指定

を 行う 。  

A-7, B-5

C-5, D-5

G-6 

  ③海岸線・ 河川の保全 

   ア． 海岸線の保全 
○ 

・  海岸線の整備事業に関し ては、 概ね完了し た。  

・  今後は、 海岸線緑化を 推進する 。  
A-3, B-6

   イ ． 河川の保全 
○ 

・  河川の保全を 継続的に実施する と と も に、 遊歩道等への活用

を 図る 。  

A-4, B-7

F-7 
注１ ）「 本計画における 対応」 の略号は、 p. 66～67 の本計画の個別施策の内容の略号に対応する 。  
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表 22： 前回計画の施策プ ロ グラ ムの本計画における 対応（ ２ ／４ ）  

施策プロ グラ ム（ 前回計画）  
達成状況
( 理由) 本計画における 対応 

 

略号 

Ⅱ． 緑を つく る 計画（ 公園緑地の整備計画）  

 １ ． 公園等の整備（ 公園の緑によ り 都市環境基盤を 形成し 、 増やす計画）  

  ①住区基幹公園 

   ア． 街区公園の整備 △ 

( ②)

・  ため池を 活用し た親水公園の整備やすべての市民が歩いてア

ク セスでき る 距離における 公園整備を 推進する 。  

F-1 
   イ ． 近隣公園の整備 × 

( ②)

   ウ． 地区公園の整備 × 

( ②)

  ②都市基幹公園 

   ア． 総合公園の整備 △ 

( ②)

・  公園施設長寿命化計画に基づき 、 公園のリ ニュ ーアルを 推進

する 。  
F-2 

   イ ． 運動公園の整備 × 

( ②)

・  徒歩圏域で運動でき る 公園整備を 行う 。  
F-1 

  ③特殊公園 

   ア． 墓園の整備 ○ ・  墓園整備は完了し 、 今後は適切に管理を 行う 。  ― 

   イ ． 自然ふれあい公園 △ 

( ②)

・  新たな自然ふれあい公園の整備を 行う 予定はないが、 食育・

環境体験学習への公園の活用を 図る 。  
G-1 

  ④広域公園 

   ア． 明石公園 

○ 

・  明石公園の活用を 推進する 。  B-3, C-1

D-1, E-1

H-3 

  ⑤区画整理等に伴う 公園整備 △ 

( ②)

・  土地区画整理事業に伴う 公園整備については、 従来どおり 、

施行地区面積の３ ％以上を 確保する 。  
― 

  ⑥防災機能の整備 

○ 

・  地域防災計画に基づいた公園整備は平成 22 年度の松江公園

の整備を も っ て完了し た。  

・  今後は、 防火性の高い樹木の緑化や防災フ ァ ニチャ ーの整備

等、 質を 高める 取組みを 推進する 。  

C-3 

 ２ ． 公園機能の活性化（ ニーズの変化にあわせた公園のリ フ レ ッ シュ ）  

  ①公園リ フ レ ッ シュ 事業 
○ 

・  都市公園施設長寿命化計画に基づき 、 順次、 公園施設のリ ニ

ュ ーアルを 推進する 。  
F-2 

  ②市民の森整備 
○ 

・  公園に限ら ず、 民有地の緑化を 市民と と も に推進する 。  A-1, A-6

E-12 

  ③接道部の再整備 × 

( ②)

・  公園整備・ リ ニュ ーアルを 行う 中で対応する 。  A-2, C-1

F-1, F-2

 ３ ． 海峡の見える 公園づく り （ 明石ら し さ を 公園の緑によ り 形成する ふれあい公園づく り ）  

  ①明石海峡・ 明石海峡大橋の

見える 公園 
○ 

・  明石海峡大橋の見える 公園づく り を 推進する 。  
E-1 

  ②時のふる さ と 公園 △ 

( ③)

・  公園整備・ リ ニュ ーアルを 行う 中で対応する 。  
A-2, C-1

F-1, F-2
  ③みんなのアイ デア公園づく り ○ 
注１ ）「 本計画における 対応」 の略号は、 p. 66～67 の本計画の個別施策の内容の略号に対応する 。  
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表 22： 前回計画の施策プロ グラ ムの本計画における 対応（ ３ ／４ ）  

施策プロ グラ ム（ 前回計画）  
達成状況 
( 理由)  本計画における 対応 

 

略号 

Ⅲ． 緑を つなぐ 計画（ 緑と 市民を 結びつける 計画）  

 １ ． 緑の回廊の整備（ ふる さ と の森と 時の道を 結ぶ緑の主軸化計画）  

  ①市街地と ふる さ と の森を 結

ぶ緑の回廊の整備 

× 

( ②)  

・  実現困難な緑道の整備は、 本計画の対象と し ない。 ただし 、

街路樹整備と し て可能な限り 推進する 。  

A-3, B-1

C-2, E-4

  ②時の道・ 都心回遊路の整備 
× 

( ②)  

・  周辺の地域資源を 活用し ながら 、 遊歩道・ サイ ク リ ン グロ ード

と し て、浜の散歩道、時の道、西国街道を 位置付けると と も に、

南北軸の河川を 活用し 、 それら のネッ ト ワーク 化を 図る 。  

E-2, E-3

F-4, F-5

 ２ ． 緑の都市軸の緑化（ 緑道や道路、 河川、 海岸等によ る 緑のネッ ト ワーク 化計画）  

  ①緑地・ 緑道 
△ 

( ②)  

・  周辺の地域資源を 活用し ながら 、 遊歩道・ サイ ク リ ン グロ ード

と し て、浜の散歩道、時の道、西国街道を 位置付けると と も に、

南北軸の河川を 活用し 、 それら のネッ ト ワーク 化を 図る 。  

E-2, E-3

F-4, F-5

  ②道路緑化 

   ア． 道路緑化基準 
○ 

・  街路樹整備と し て可能な限り 推進する と と も に、 既存の街路樹の更新を図る 。

・  街路樹管理にあたっ ては、 樹木の自然樹形を 活かし た管理を 推進する 。  

A-3, B-1

C-2, E-4

  ③河川緑化 

   ア． 市街地の河川 × 

( ②)  

・  南北軸と し ての河川を 活用し た、 緑化・ 歩道整備を 図る 。  A-4, B-7

F-7 

   イ ． 地区の河川 
○ 

・  河川管理者である 県と 調整を 図り つつ、 河川敷緑化等の推進を 図る 。 A-4, B-7

F-7 

  ④海岸線緑地 

   ア． 大蔵海岸整備 ○ ・  整備は完了し たため、 今後は適切な管理を 推進する 。  ― 

   イ ． 明石港再整備 × 

( ①)  

・  中心市街地の緑化推進と 合わせて検討する 。  
― 

   ウ． 西部海岸( ウォ ータ ー

フ ロント 整備構想)  
○ 

・  今後は適切な管理を 推進する 。  
― 

Ⅳ． 緑化を 進める 計画（ 緑化を 推進する 計画）  

 １ ． 公共施設緑化（ 公共施設の緑を 増やす計画）  

  ①学校園（ 教育・ 文化施設）  

   ア． 緑量の確保 ○ ・  学校園庭における 芝生化の推進を 図る 。  G-2 

   イ ． 環境教育と し ての緑化 ○ ・  各小学校区に環境体験学習の場を づく り を 推進する 。  G-1 

   ウ． 周辺と の一体緑化 △ 

( ②)  

・  公共施設の緑化を 推進する 。  
A-1, A-6

  ②庁舎等 

   ア． 接道部や駐車場等の緑化 ○ ・  緑化地域を 設定し 、 民有地・ 公共施設緑化を 推進する 。  A-1, A-6

   イ ． シン ボルツ リ ー ○ ・  適宜対応する 。  ― 

   ウ． 緑化基準 ○ ・  現状の基準に準拠し 、 緑化を 推進する 。  ― 

 ２ ． まち 角の緑化（ ポケッ ト パーク やまち 角の緑を 増やす計画）  

  ①ポケッ ト パーク 、 眺望点など の整備 

   ア．ポケッ ト パーク の整備 △ 

( ②)  

・  道路整備に伴う 残置等を 活用し 、 ポケッ ト パーク の整備を 推

進する 。  
E-5 

   イ ． スポッ ト ガーデンの整備 × 

( ②)  

   ウ． 眺望点の整備 △ 

( ②)  

・  明石海峡大橋の眺望を 活かし た拠点整備を 推進する 。  
E-1 

  ②街路・ まち 角の演出 

   ア． 歴史と 文化の散歩道 × 

( ④)  

・  西国街道と その周辺の地域資源を 活用し た歴史の散策道づく

り を 推進する 。  
E-3, F-4

   イ ． こ ど も 広場の整備 × 

( ④)  

・  徒歩圏域における 公園整備を 推進する 。  
F-1 

   ウ． まち 角の整備 
ａ . 緑のシンボルロ ード  
ｂ . フ ラ ワーロ ード  
ｃ . 緑のシティ ゲート  
ｄ . ポケッ ト ・ ガーデン  

○ 

・  中心市街地（ 明石駅周辺） 及び主要地域核（ 朝霧駅、 西明石

駅、 大久保駅、 魚住駅、 東二見駅周辺） を 地域の緑の拠点と

し て位置づけ、 緑化及び駅前アダプ ト の推進を 図る 。  

E-7, H-1

H-4 

注１ ）「 本計画における 対応」 の略号は、 p. 66～67 の本計画の個別施策の内容の略号に対応する 。  
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表 22： 前回計画の施策プ ロ グラ ムの本計画における 対応（ ４ ／４ ）  

施策プロ グラ ム（ 前回計画）  
達成状況
( 理由) 本計画における 対応 

 

略号 

Ⅴ． 緑を 普及する 計画（ みんなで緑を 育み拡げる 計画）  

 １ ． 緑化の普及（ みんなで緑を 育み愛する 計画）  

  ①公園愛護会・ 街路樹愛護

会・ 緑化推進委員等 の育

成・ 助成・ 活用 

○ 

・  公園愛護会の拡充･連携を 図る と と も に新規結成を 促進する 。

H-3, H-6

  ②グリ ーン モニタ ー制度の設置 × 

( ③)

・  公園愛護会を 充実さ せて対応する 。  
H-3, H-6

  ③緑のイ ベン ト の活用 
○ 

・  地域活動拠点と し て、 明石公園、 上ケ池公園、 金ケ崎公園を

位置付け、 各種イ ベン ト を 開催する 。  
H-2 

  ④緑のリ サイ ク ル事業の展開 △ 

( ④)

・  樹木のリ サイ ク ル制度を 継続的に実施する と と も に、 剪定枝

等の再利用を 図る 。  
E-13 

  ⑤環境教育 ○ ・  各小学校区に環境体験学習の場づく り を 推進する 。  G-1 

 ２ ． 緑のまちづく り （ みんなが協働し て緑を 育む計画）  

  ①緑地協定 ○ ・  緑地協定の他地域への展開を 図る 。  E-8 

  ②生垣助成制度 
― 

・  生垣の緑化や剪定、 保護樹木等の制度の拡充及び助成の実施

を 図る 。  
E-12 

  ③地区計画、 建築協定等の活用 △ 

( ①)

・  今後も 継続的に推進する 。  
― 

  ④総合設計制度 × 

( ①)

・  民有地の緑化推進によ り 対応する 。  
A-1, A-6

  ⑤事業所等の緑地確保 

   ア． 工場等の緑化基準 ○ ・  条例に基づき 、 継続的に実施する 。  ― 

 ３ ． 緑化推進のための組織づく り （ 緑化公園協会等の活用と 市民団体等と の連携）  

  ①緑化公園協会 
× 

( ③)

・  緑化公園協会は解散し たが、市民と 市を 仲介する組織と し て、

花と 緑の学習園を 位置付け、 各種活動のコ ーディ ネータ ーの

育成と その配置等を 行う 。  

G-7, H-8

  ②緑化基金の活用 × 

( ①)

・  民有地緑化のための制度の創設、 助成の実施等によ り 対応す

る 。  

A-1, A-6

E-12 

  ③市民団体等と の連携 ○ ・  市民団体と 連携し 、 オープン ガーデン 等の推進を 図る  E-9, H-7

 ４ ． 緑の啓蒙活動（ みんなが緑に親し み活用する 計画）  

  ①緑化啓蒙資料の活用 
○ 

・  ホームページや冊子等によ り 、 緑地保全・ 緑化推進に関わる

情報発信を 行う 。  
H-8 

  ②花のある まち づく り  ○ ・  花壇コ ン ク ールや市民花壇の継続実施を 図る 。  H-5 

  ③植物の名札設置 △ 

( ②)

・  公園リ ニュ ーアルと 併せて推進する 。  
F-2 

注１ ）「 本計画における 対応」 の略号は、 p. 66～67 の本計画の個別施策の内容の略号に対応する 。  
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環

境

保

全
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災

温 暖 化 の 防 止 

生 物 多 様 性 の 保 全 

避 難 安 全 性 の 確 保 

浸 水 被 害 の 軽 減 

景 観 形 成 

文化･レ ク リ エーショ ン 

（ 次頁参照）  

（ 次頁参照）  

現況図 → p. 40 
方針図 → p. 41 

現況図 → p. 42 
方針図 → p. 43 

現況図 → p. 44 
方針図 → p. 45 

現況図 → p. 46 
方針図 → p. 47 

（ ２ ） 計画推進のための施策プログラ ム 

前節までに、 明石市の緑に関わるまちづく り の課題解決に向けて、 ８ つの具体的な取組

みの現況整理と 方針設定を 行い、 明石市全体の緑の配置方針と 施策方針を整理し まし た。  

今回の計画においては、 こ れら の整理と 、 前項で整理し た前回計画の施策プログラ ムの

内容も 踏まえて、 下記の施策プログラ ムの実施により 計画の推進を図り ます。  
 

 

  
区分 略号 個別施策の内容 庁内の主な対応部局 

実施期間 

前期 後期 

ハード  

整備 

A-1 
人工地率が高い地域における、 ク ールスポッ ト （ 屋上緑化･壁面緑化･

駐車場緑化･民有地緑化･工場緑化等） の創出 
地球環境課、 緑化公園課 ○ ● 

A-2 親水公園の整備等によるため池の保全 農水産課、 緑化公園課 ●  

A-3 
海岸線や主要道路の環境整備による連続性のある水と 緑のネッ ト ワー

ク の構築（ 街路樹の整備･更新）  
道路管理課、 海岸課 ● ● 

A-4 
河川及びその周辺における風の通り 抜けに配慮し た整備（ 水路の開渠

化、 河川敷植栽等） の推進 
下水道管理課  ○ 

A-5 大気浄化能力の高い樹木による緑化の推進 道路管理課、 道路整備課、 緑化公園課 ● ● 

ソ フ ト  

対策 

A-6 人工地率の高い地域における緑化地域等の指定 地球環境課、 都市計画課、 緑化公園課 ○ ● 

A-7 
市街化区域内の農地の保全のための生産緑地制度の導入や市民農園の

開設促進 
農水産課、 都市計画課 ○ ● 

A-8 市街化調整区域内の農業振興地域･農用地区域の継続的保全 農水産課、 都市計画課 ● ● 

ハード  

整備 

B-1 水と 緑のネッ ト ワーク 構築のための街路樹の整備･更新 道路管理課、 道路整備課 ● ● 

B-2 一定規模以上の面積を 有するため池の保全（ 親水公園整備等）  農水産課、 緑化公園課 ● ● 

ソ フ ト  

対策 

B-3 
一定規模以上の面積を 有する樹林地の継続的保全（ 都市公園･保安林･

地域森林計画対象民有林等）  
農水産課、 緑化公園課 ● ● 

B-4 
一定規模以上の面積を 有する市街化調整区域内の農地（ 農業振興地域･

農用地区域） の継続的保全 
農水産課、 都市計画課 ● ● 

B-5 
一定規模以上の面積を 有する市街化区域内等の農地における生産緑地

制度の導入や市民農園の開設促進等による保全 
農水産課、 都市計画課 ○ ● 

B-6 一定規模以上の面積を 有する砂浜・ 砂利浜等の適切な継続的管理 海岸課 ● ● 

B-7 河川・ 水路の適切な継続的管理 農水産課、 下水道管理課 ● ● 

B-8 外来種の排除と 地域性種苗の活用促進 
地球環境課、 道路管理課、 道路整備課、

緑化公園課 
○ ● 

B-9 生物多様性に配慮し た植栽マニュ アルの作成 地球環境課 ○ ● 
   

ハード  

整備 

C-1 地域防災公園･その他の都市公園における緑化推進 緑化公園課 ● ● 

C-2 街路樹の保全･更新･整備の推進 道路管理課、 道路整備課 ● ● 

C-3 公園等における防災東屋やかまどベンチ等の防災フ ァ ニチャ ーの整備の推進 緑化公園課 ● ● 

C-4 カ シ類やシイ 類等の防火性の高い樹木による緑化の推進 道路管理課、 道路整備課、 緑化公園課 ● ● 

ソ フ ト  

対策 
C-5 

人口集中地区（ DI D） 内の農地の保全（ 生産緑地制度の導入、 市民農園

の開設促進等）  
農水産課、 都市計画課 ○ ● 

ハード  

整備 

D-1 浸水想定区域に位置する都市公園における雨水一時貯留施設の整備 土木総務課、 緑化公園課 ○ ● 

D-2 
浸水想定区域に位置するため池の親水公園化等による保全･活用と 雨

水一時貯留施設と し て整備 
土木総務課、 農水産課、 下水道管理課 ●  

D-3 公園リ ニュ ーアルに合わせた透水性舗装･浸透側溝等の整備の推進 緑化公園課 ● ● 

ソ フ ト  

対策 

D-4 
氾濫河川の上流域の農地や森林の継続的保全（ 農業振興地域･農用地区

域、 地域森林計画対象民有林、 保安林等）  
農水産課 ● ● 

D-5 
浸水想定区域に位置する農地の保全（ 生産緑地制度の導入、 市民農園

の開設促進等）  
農水産課、 都市計画課 ○ ● 

※ 略号は p. 62～65 に対応  ※ ○： 検討、 ●： 実施

図 23： 計画推進のための 施策プロ グラ ム（ １ ／２ ）  
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文化・レクリエーション

まち の活性化･郷土愛の醸成 

生き 生き と 過ごすための場づく り  

次世代の育成の場づく り  

地 域 活 動 の 場 づ く り  

都 市 環 境 保 全 

防   災 （ 前頁参照）  

（ 前頁参照）  

現況図 → p. 48 
方針図 → p. 49 

現況図 → p. 50 
方針図 → p. 51 

現況図 → p. 52 
方針図 → p. 53 

現況図 → p. 54 
方針図 → p. 55 

 

 

 

区分 略号 個別施策の内容 庁内の主な対応部局 
実施期間 

前期 後期 
 

ハード  

整備 

E-1 ｢明石海峡大橋の見える公園｣における眺望拠点整備の推進 緑化公園課 ○ ● 

E-2 播磨サイ ク リ ン グロード や浜の散歩道、 海岸線の道路を 活用し た自転車道づく り 観光振興課、 海岸課、 道路整備課、 緑化公園課 ○ ● 

E-3 西国街道と その周辺の地域資源を 活用し た歴史の散策道づく り  観光振興課、 道路整備課、 緑化公園課 ○ ● 

E-4 街路樹の保全･更新･整備の推進 道路管理課、 道路整備課 ● ● 

E-5 道路整備等に伴う 残地のポケッ ト パーク 化 道路整備課、 緑化公園課 ● ● 

ソ フ ト  

対策 

E-6 
史跡名勝天然記念物等の文化財や、 わがまちあかし 十景・ 景観 50 選等

を はじ めと し た地域資源の保全・ 活用 

観光振興課、 都市計画課、 緑化公園課、

教育委員会 
● ● 

E-7 駅前・ 商店街等における緑化推進（ 緑化重点地区の導入検討）  都市計画課、 緑化公園課  ○ 

E-8 緑地協定締結の促進 都市計画課、 緑化公園課 ○ ○ 

E-9 オープンガーデンの他地域への展開 緑化公園課 ○ ○ 

E-10 キンモク セイ 等の明石ら し さ が感じ ら れる樹木の活用 道路管理課、 道路整備課、 緑化公園課 ● ● 

E-11 樹木の自然樹形に配慮し た街路樹等の維持管理 道路管理課、 道路整備課、 緑化公園課 ● ● 

E-12 生垣による緑化やその剪定、 保護樹木等の制度の拡充･助成の実施 道路管理課、 道路整備課、 緑化公園課 ○ ● 

E-13 樹木及び剪定枝等のリ サイ ク ル（ 移植･堆肥化･チッ プ化等） の推進 資源循環課、 道路管理課、 緑化公園課 ○ ● 
   

ハード  

整備 

F-1 徒歩圏における運動の場( 都市公園等) の整備 緑化公園課 ○ ● 

F-2 公園施設長寿命化計画に基づく 公園リ ニュ ーアルの実施 緑化公園課 ● ● 

F-3 市民農園の開設促進 農水産課 ○ ● 

F-4 西国街道と その周辺の地域資源を 活用し た歴史の散策道づく り  観光振興課、 道路整備課、 緑化公園課 ○ ● 

F-5 播磨サイ ク リ ン グロ ード や浜の散歩道、 海岸線の道路を活用し た自転車道づく り  海岸課、 緑化公園課 ○ ● 

F-6 散策道･自転車道沿いの公園や地域資源等を活用し た休憩ポイ ント づく り  海岸課、 都市計画課、 緑化公園課 ○ ● 

F-7 堤防上の道路等の活用による水辺の散策道づく り  道路整備課、 緑化公園課、 下水道管理課 ○ ● 

ソ フ ト  

対策 

F-8 心の安ら ぎや癒し を 得るための緑化推進 
コ ミ ュ ニティ 推進室、 子育て支援課、 健

康推進課、 緑化公園課 
● ● 

F-9 
乳幼児･高齢者･障害者等の多様な利用者に配慮し たバリ アフ リ ー等の

推進 

コ ミ ュ ニティ 推進課、 子育て支援課、 健

康推進課、 緑化公園課 
● ● 

ハード  

整備 

G-1 食育･環境体験学習の場づく り の推進 健康推進課、 教育委員会 ● ● 

G-2 学校園庭の芝生化の推進 教育委員会 ● ● 

G-3 耕作放棄地･遊休農地を 含む農地における市民農園の開設促進 農水産課 ○ ● 

G-4 ため池の保全･活用 農水産課 ●  

ソ フ ト  

対策 

G-5 
市街化調整区域内の農地や森林の継続的保全（ 農業振興地域･農用地区

域、 地域森林計画対象民有林、 保安林等）  
農水産課 ● ● 

G-6 市街化区域内の農地の保全（ 生産緑地制度の導入、 市民農園の開設促進等） 農水産課、 都市計画課 ○ ● 

G-7 
コ ーディ ネータ ー等の人材育成と その配置や緑地保全･緑化推進に関

わる情報発信（ 花と 緑の学習園の機能充実）  
緑化公園課 ○ ● 

ハード  

整備 

H-1 アダプト プログラ ム( 駅前･道路･公園等) の場の確保･結成促進 地球環境課、 道路管理課、 緑化公園課 ● ● 

H-2 イ ベント 等の地域活動の拠点確保 コ ミ ュ ニティ 推進室、 緑化公園課 ● ● 

H-3 公園愛護会の活動の場の確保 緑化公園課 ● ● 

ソ フ ト  

対策 

H-4 駅前・ 商店街等における緑化推進（ 緑化重点地区の導入検討）  都市計画課、 緑化公園課  ○ 

H-5 市民花壇･菊花展覧会･ひょ う ごまちなみガーデンショ ー等の発展 緑化公園課 ● ● 

H-6 公園愛護会の新規結成と 情報共有･情報発信等による活動の拡充･連携 緑化公園課 ● ● 

H-7 オープンガーデンの他地域への展開 緑化公園課 ○ ○ 

H-8 
コ ーディ ネータ ー等の人材育成と その配置や緑地保全･緑化推進に関

わる情報発信（ 花と 緑の学習園の機能充実）  
緑化公園課 ● ● 

※ 略号は p. 62～65 に対応  ※ ○： 検討、 ●： 実施

図 23： 計画推進のための 施策プロ グラ ム（ ２ ／２ ）  


